
国立大学法人佐賀大学次世代育成支援行動計画 

 
本学は、平成２４年度から佐賀大学男女共同参画推進委員会の下に男女共同参

画推進室を設置し、専任の教員と事務職員を配置し男女共同参画の推進体制を

整備したところである。 
今後、男女共同参画推進室と各部局が連携しながらワークライフバランスを推

進する事業を実施し、職員全体が働きやすい環境を作ることによって、職員が

その能力を十分発揮できるよう次のとおり行動計画を策定する。 
なお、計画期間内においても、随時職員に対しアンケート調査等を行い、行

動計画の見直しを図ることとする。 

 
 
１．計画期間 平成２５年４月１日から平成２７年３月３１日までの２年間 

 
２．内  容 

 
（１）子育てを行う職員等の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇

用環境の整備 

 

目標１ 計画期間内における育児休業の取得状況を次の水準以上にす

る。 
男性職員・・・計画期間内において１人以上取得すること。

女性職員・・・計画期間内の育児休業の取得率を９０％以上

とし、満一歳以上の子を養育するための育児休業

取得率を５０％以上にすること。 

 
〈前計画期間の実績〉 

育児介護に関わる就業規則の概要について記載した「佐賀大学の育 
児・介護支援ガイド」の配付や採用後１年未満の医師・歯科医師につ 
いて育児休業取得を可能とする見直しや男性の育児休業取得者の体験 
談を全学に紹介する取組みなどを行った。これにより、男性職員の育 
児休業取得者が３名、女性職員の育児休業取得率は９５％となり、満 
一歳以上の子を養育するための育児休業取得率については６４％であ 
った。 

 
〈今後の対策〉 
今後もこの育児休業取得状況を維持・向上させるために 
① 育児休業制度について、その概要等をパンフレットやホームページ



掲載により、職員に周知する。 
② 育児休業代替者に係る経費の措置など育児休業を取得しやすい環境

を整備する。 
③ 育児休業終了後、スムーズに復職できるよう職場の情報の発信する。 

  
 

目標２ 男性職員の育児参加を促進させる。 

 
〈前計画期間の実績〉 

部局等の勤務時間管理員に対して、就業規則等の理解を深めさせ、 
所属職員へ育児に関する休暇の取得の奨励を行ったところ、平成２２ 
年において２６名であった男性の子の看護休暇取得者が平成２３年に 
は３７名、平成２４年には６１名となった。 

 
〈今後の対策〉 

  引き続き、子どもの出産時における父親の休暇や小学校就学前の子を 
 養育するための休暇について、作成した「佐賀大学の育児・介護支援ガ 

イド」を活用して職員への周知と男性の育児参加について理解を深め、 
引き続き育児参加に係る休暇の取得率を高める。 

 
 

 目標３ 出産及び育児の環境を整備する。 

 
〈前計画期間の実績〉 

「佐賀大学の育児・介護支援ガイド」の新規採用者へ配付や部局等 
の勤務時間管理員との就業規則の勉強会を行うなど育児に関する休暇 
等の制度の周知とともに，夏季一斉休業の見直しやゴールデンウィー 
ク期間における年次有給休暇取得促進のメールを送信するなど休暇が 
取得しやすい環境整備を行った。 
また、子の看護休暇の取得を促す取り組みとして、平成 25 年の休暇 

簿から、特別休暇の休暇簿の上段に子の看護休暇の取得日数等の欄を 
設け、取得を促進するための取り組みを開始した。 

 
〈今後の対策〉 

① 「佐賀大学の育児・介護支援ガイド」を活用し職員へ育児に関す

る制度を周知し、また、管理職員の意識啓発を進め休暇の取得し

やすい環境整備を行う。 
② 子供の夏休みや入試による休日出勤に対応するため、学童保育や

一時託児制度を実施し、就業しやすい環境をつくる。 



③ 保健師、保育士による育児相談を実施し、育児のサポートを行う。 
④ 研究補助員の配置などにより育児中の女性研究者を支援する。 

 
 

（２）働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備 

 

目標 １ 時間外労働を短縮するための措置を実施する。 

 
〈前計画期間の実績〉 

働きやすい職場環境づくり、事務職員の意識啓発のための取り組み 
として、平成 24 年度中堅職員ステップアップ研修の１コマとして男女 
共同参画推進室の特任教員の講義や「業務の効率化」のレクチャーを 
実施した。 
 また、毎週水曜日のノー残業デーを実行させるため、ノー残業デー 
当日には、その都度、メールを送信し職員へ意識させた。 

 
〈今後の対策〉 
① 業務の簡素・効率化の推進及び業務処理方法の見直しを進める。 
② 職員の意識改革の研修等を開催し、時間外労働の短縮を図るよう周

知・徹底する。 
③ 職員の能率発揮、仕事と生活の調和のためにノー残業デーの実施を

継続する。 
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